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はじめに 

平成２５年６月２８日にいじめ防止対策推進法（以下「法」という。）が公布され、以降、

文部科学大臣、埼玉県ならびに吉川市により、「いじめの防止等のための基本的な方針」が

それぞれ策定された。 

本校においては、「いじめは、どの学校でも、どの子どもにも起こり得る」こと、また、

「いじめは人として決して許されない人権侵害であること」を常に意識し、さまざまな施策

を行うことで、いじめの早期発見、解消に努めてきた。 

「吉川市立中央中学校いじめの防止等のための基本的な方針」（以下「学校基本方針」と

いう。）は、これらの対策をより実効的なものとし、生徒の尊厳を守るため、学校・家庭・

地域その他の関係者が連携し、いじめ問題の克服に努めるよう、法第１２条の規定に基づき、

いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定する。 

 

 

第１ 吉川市立中央中学校基本方針の策定 

（学校いじめ防止基本方針） 

第１３条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校

の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を

定めるものとする。 

本校は、法の趣旨を踏まえ、国、県、及び市の基本方針を参酌し、本校の実情に応じ、

本校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定める。 

吉川市立中央中学校基本方針では、本校の実情に応じ、いじめの防止等の対策の基本

的な方向を示すとともに、いじめの防止や早期発見、いじめへの対処が、本校において

体系的かつ計画的に行われるよう、講ずるべき対策の内容を具体的に記載する。 

また、いじめの防止等に係る日常的な取組の検証・見直しを図る仕組みや、本校にお

けるいじめの防止に資する啓発活動や教育的取組を具体的に定める。 

更に、取組の実効性を高めるため、吉川市立中央中学校基本方針が、本校の実情に即

してきちんと機能しているかを点検し、必要に応じて見直す、というＰＤＣＡサイクル

を盛り込む。 
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第２ いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

１ いじめの定義 

「いじめ」とは、児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該

児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行

為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象とな

った児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。（いじめ防止対策推進法第２条） 

 

２ いじめの防止等のために本校が実施する施策 

（１）学校いじめ防止基本方針の策定 

（学校いじめ防止基本方針） 

第１３条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その

学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的

な方針を定めるものとする。 

本校は、国のいじめ防止基本方針、埼玉県基本方針、吉川市基本方針を参考にして、

自らの学校として、どのようにいじめの防止等の取組を行うかについての基本的な方

向や取組の内容等を「学校いじめ防止基本方針」（以下「学校基本方針」という。）とし

て、いじめの防止等のための具体的な実施計画や実施体制を定める。 

策定に当たっては、いじめの防止等のための具体的な実施計画や実施体制を定める

よう、特に次の点に留意する。 

・「いじめ防止」「早期発見」「いじめに対する措置」に関する具体的な手立てや年間の計

画を組織的、計画的に実行できるよう盛り込む。その中に、いじめに関する複数回のア

ンケート調査の実施、埼玉県におけるいじめ撲滅強化月間に係る取組等を位置付ける。 

・年間の取組を検証し、基本方針を見直すことができるようにする。 

・策定した中央中学校いじめ防止基本方針については、ホームページへの掲載等により、

保護者や地域住民が内容を容易に確認できるようにするとともに、入学時や各年度初

めに生徒、保護者、関係機関等に説明する。 

・年間の取組の評価結果を踏まえ、いじめ防止等のための取組の改善を図るよう、取組実

施状況を学校評価の評価項目に位置づける。 

・年度当初に基本方針を確認すると共に、長期休業等には、いじめや暴力行為の防止に関

する研修会を実施し、教職員の共通理解を図るとともに、資質向上を図る。 

・学校いじめ防止基本方針では、学校いじめ対策組織の活動計画が具体的に記載されてい

る「早期発見・事案対処のマニュアル」を定め、教職員に周知できるよう具体的な取組

を行う。 

・法第２２条に基づく組織を、学校いじめ防止基本方針に定めた取組等を実行する中核の

組織として位置付ける。 
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（２）本校におけるいじめの防止等の対策のための組織 

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織） 

第２２条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うた

め、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その

他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとす

る。 

本校は、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効

的かつ組織的に行うため、吉川市立中央中学校いじめ問題対策委員会（以下「問題対策

委員会」という。）を設置する。 

この組織は学校基本方針に基づくいじめの防止等に関する取組を行う際の中核とな

る組織であり、実際にいじめ若しくはいじめと疑われる事案が発生したときの事実確

認や重大事態が起きたときの調査をする組織の母体となるものとする。 

この組織の構成員には、管理職、主幹教諭、教務主任、生徒指導主任、教育相談主任、

学年主任、担任、養護教諭、さわやか相談員、スクールカウンセラーを充てる。個々の

事案により、学級担任や部活動の顧問等が参加可能とする。 

また、必要に応じて、心理や福祉の専門家（スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカー）、弁護士、医師、警察官経験者（スクールサポーター）、ＰＴＡ、地域の

方など外部専門家等が参加しながら対応することにより、より実効的ないじめ問題の

解決に資するよう工夫する。 

 

（３）本校におけるいじめの防止等に関する措置 

本校は、教育委員会と連携して、いじめの防止や早期発見、いじめが発生した際の対

処等に当たる。 

ア いじめの防止 

いじめはどの子供にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての生徒を対象に、いじ

めの未然防止に取り組む。 

未然防止の基本として、生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律

正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づく

りを行う。 

また、集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスに捕

らわれることなく、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくる。 

更に、教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりす

ることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。 

（ア）早期の情報収集 

   ①「なにかあったら」すぐに、報告「ほう」・連絡「れん」・相談「そう」で情報の 

共有 
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   ②担任又は発見者→学年主任、生徒指導主任への情報の一極化 → 管理職への連絡 

   ③生徒指導委員会議（週１回）での内容はファイリングし情報発信、情報共有 

   ④記録を残す（基本的には担任が記録を残す） 

   ⑤心の健康観察アプリ「心音」による毎日の見届け 

  （イ）統一性・一貫性 

   ①学校学年での共通理解のもと指導する 

   ②学校の方針に合わせて判断をする 

   ③学校の方針は生徒・保護者ともに貫く。ぶれない指導。 

   ④「○○先生はいいと言ったのに」とならないように学年、学校で基準を設けそれに 

従う。 

  （ウ）保護者への連絡 

   ①時期を失わずに連絡 

   ②保護者との関係が切れることを必要以上におそれない 

   ③連絡は相手が理解しやすく誤解のないように、また本人、家庭の心情を汲みなが

らていねいに行う。 

   ④保護者同士のネットワーク作りを進める（保護者同士の親密な関係が重要） 

   ⑤保護者会等でいじめの防止等のための保護者の役割についての啓発を図る 

  （エ）教育相談的配慮 

   ①日常会話や指導の場で教育相談的な配慮をし、生徒・保護者との信頼関係構築に 

努める 

   ②やりとり帳を通して生徒を理解する 

   ③必要に応じて二者・三者面談を行う 

   ④心と体の安全点検の継続的な実施 

   ⑤教育相談部会（週１回）での情報共有、情報発信 

  （オ）関係機関との連携 

   ①「ネット見守りたい」からの報告を活用 

   ②警察との連携（教育委員会より通知あり） 

  （カ）教師の言動・姿勢 

いじめを未然に防ぐことやいじめが起きたとしても早期に解決が図られるよ

うにするために、教師一人一人が普段の指導について謙虚に振り返る。 

     また、いじめられている子供の立場で指導・支援を行うために、 

① 子供の悩みを親身になって受け止め、子供の出すサインを、あらゆる機会を捉

えて見逃さない。 

② 自分の学級や学校にも深刻ないじめ問題が発生しうるという危機意識を持って

指導に当たる｡ 

③ いじめられている子供を守り通すことを最優先に指導・支援する。 
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④ 教師は、日常の教育活動を通して常に子供との信頼関係の醸成に努める。 

    ことを念頭に置いて対応に当たる。 

  （キ）学級づくり 

いじめの発生を防止するため、 

① 生徒が安心して学校生活を送ることができるよう配慮する。 

② 意欲や元気の源になるエネルギーをたくさん与える。 

③ 生徒が自分の周りに起こる様々な問題を解決しながら、他者と調和的に生きていく

ための社会的能力を育てる。 

    などのポイントを押さえた学級づくりに学校を挙げて取り組む。 

  （ク）学習指導 

「学ぶ喜びを味わわせる授業」をすることが、いじめを予防する手立ての一つ

となることを学校全体で認識し、授業改善に当たる。授業改善に当たっては、特

別支援教育の視点も積極的に加味していく。 

  （ケ）配慮が必要な生徒 

次のような特に配慮が必要な生徒は、日常的に当該生徒の特性を踏まえた適切

な支援を行うとともに、保護者との連携や周囲の児童生徒に対する必要な指導を

組織的に行う。学校として、当該生徒がいじめや差別の対象とならないよう、正し

い知識を学ぶ場を設け、感染症によるいじめや差別が生じないよう指導・支援する。 

    ・発達障害を含む障がいがある生徒 

    ・性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒 

    ・大規模災害等により被災した生徒や避難している生徒 

・様々な未知の感染症に罹患した生徒 等 

（オ）インターネット等への理解  

  インターネット上のいじめや詐欺等の犯罪などのトラブルに生徒が巻き込まれ

る可能性が高まっている中、家庭や関係機関等と連携し、インターネットやＳＮ

Ｓなどの適切な利用について、生徒の理解を深める。 

（カ）保護者間のネットワークづくり 

  学級規模で保護者同士のネットワークづくりを進め、いじめをはじめとする問

題行動等の情報 

交換や対策について話し合う機会を積極的につくる。また、「親の学習」の推

進により、いじめ防止等のための保護者の役割について啓発を図る。 

 

イ 早期発見 

いじめは大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いため、教職員

は、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化や危険信号

を見逃さないようアンテナを高く保つ。併せて、定期的なアンケート調査や教育相
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談の実施等により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取

り組む。 

また、生徒に対し、いじめられていることを誰かに相談することは恥ずかしいこと

ではないことを十分に理解させる。 

 

ウ いじめに対する措置 

（いじめに対する措置） 

第２３条第２項 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在

籍する児童等がいじめを受けていると思われるときには、速やかに、当該児童等に係

るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学

校の設置者に報告するものとする。 

３ 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場

合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員

によっては、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめ

を受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指

導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。 

４ 学校は、前項の場合においえて必要があると認めるときは、いじめを行った児童

等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせ

る等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにする

ために必要な措置を講ずるものとする。 

５ 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行

うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者と

の間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共

有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 

６ 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所

轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身

体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適

切に、援助を求めなければならない。 

（ア）いじめの発見・通報を受けた場合には、教職員が個人で判断することや、一部の

教職員で抱え込むことがないよう、速やかに組織的に対応し、被害児童を守り通す

とともに、加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の

下、毅然とした態度で指導する。これらの対応について、教職員全員の共通理解、

保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で、次の点に留意して取り組む。 

    ・いじめている子供への指導 

    ・いじめられている子供への支援 

    ・周りではやし立てる子供への対応 



- 7 - 

 

・見て見ぬふりをする子供への対応 

    ・学級全体への対応 

（イ）各教職員は、学校いじめ防止基本方針等に沿って、いじめに係る情報を適切に記

録しておく必要がある。 

（ウ）学校は、いじめが認知された場合は、教育委員会へ報告する。 

 

【関連】いじめの加害者である児童生徒の出席停止について 

吉川市いじめの防止等のための基本的方針（第３版）令和４年１２月 

第２ いじめの防止等のための対策の内容に関する事項 

２ 市及び教育委員会が実施する施策 

（２）市及び教育委員会が実施する取組 

 イ いじめの早期発見・対応のための取組 

（イ）いじめに対する対応 

・教育委員会は、法第２３条第２項の規定による報告を受けたときは、学校に対 

し必要な支援を行い、講ずるべき措置等について指示する。さらに、学校からの 

報告に係る事案について、自ら必要な調査を行う。 

・教育委員会は、法第２６条の規定に基づき、いじめを行った児童生徒の保護者 

に対して、学校教育法第３５条第１項の規定により、当該児童生徒の出席停止を 

命ずる等、いじめを受けた児童生徒その他の児童生徒が安心して教育を受けら 

れるようにするために必要な措置を速やかに講じる。いじめの加害者である児 

童生徒に対して出席停止の措置を行った場合には、出席停止期間における学習 

への支援など教育上必要な措置を講じ、当該児童生徒の立ち直りを支援する。 

 

 学校は、上記の内容を踏まえ、いじめを受けた児童生徒その他の児童生徒が安心し

て教育を受けられるようにするための必要な措置を市教育委員会と連携し速やかに

講じる。いじめの加害者である児童生徒に対して、出席停止の措置が実施された場合

には、出席停止期間における学習への支援など教育上必要な措置を講じ、当該児童生

徒の立ち直りを支援する。 

（エ）いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと判断されるときは、吉川警察署（TEL

０４８―９５８－０１１０）と連携して対処する。 

   

エ いじめの解消 

    いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消し

ている」状態とは、少なくとも次の二つの要件が満たされている必要がある。但し、

これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判

断する。 
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（ア）いじめに係る行為が止んでいること。 

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行

われるものを含む）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期

間とは、少なくとも３ヶ月を目安とする。 

（イ）被害者生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害者生徒がい

じめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。 

   いじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消して

いる」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏ま

え、学校の教職員は、当該いじめの被害生徒及び加害生徒については、日常的に注意

深く観察する必要がある。 

３ 重大事態への対処 

（１）重大事態への対処の流れ 

  ア 「重大事態」の意味を全関係者が理解しておく。 

  イ いじめられて重大事態に至ったという申出が生徒や保護者からあったときは、速

やかに教育委員会に報告し、調査等に当たる。 

ウ 重大事態が発生した場合、教育委員会を通じて市長へ、事態発生について報告する。 

エ 法第２２条に基づく組織を母体とする調査組織を設置し、当該重大事態に関する

調査を行う。（個々の重大事態により、専門的知識及び経験を有する当該いじめ事案

の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図る。） 

オ 調査を行った場合は、明らかになった事実関係をいじめられた生徒及びその保護

者に適切に提供する。（適時、適切な方法で経過報告、結果報告をする。） 

カ 調査結果は、教育委員会を通じて市長へ報告する。その際、いじめられた生徒又は

その保護者が希望する場合には、いじめられた生徒又はその保護者の調査結果に対

する所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添える。 
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（２）吉川市教育委員会又は本校による調査 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第２８条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態

（以下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の

防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織

を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明

確にするための調査を行うものとする。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害

が生じた疑いがあると認めるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを

余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、

当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大

事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。 

３ 第１項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同

項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支

援を行うものとする。 

ア 重大事態の発生と調査 

（ア）重大事態の意味について 

「いじめにより」とは、各号に規定する生徒の状況に至る要因が当該生徒に対し

て行われるいじめにあることを意味する。 

また、第１号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、  

・ 生徒が自殺を企図した場合  

・ 身体に重大な傷害を負った場合  

・ 金品等に重大な被害を被った場合  

・ 精神性の疾患を発症した場合 

などのケースが想定される。 

第２号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安

とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目

安に関わらず、迅速に調査に着手する。 

また、いじめられて重大事態に至ったという申立てが生徒や保護者からあった

ときは、速やかに教育委員会に報告し、調査等に当たる。 

（イ）重大事態の報告 

重大事態が発生した場合、教育委員会を通じて市長へ、事態発生について報告す

る。 
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（ウ）調査の趣旨及び調査主体について 

重大事態が発生した場合には、直ちに教育委員会に報告し、教育委員会からの指

導、支援を受け、調査を行う。 

（エ）調査を行うための組織について 

事案が重大事態であると判断したときは、当該重大事態に係る調査を行うため、

速やかに、組織を設ける。この組織の構成については、当該調査の公平性・中立性

を確保する。 

（オ）事実関係を明確にするための調査の実施 

重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（いつ頃から）、誰から行われ、

どのような態様であったか、いじめを生んだ背景・事情や生徒の人間関係にどのよ

うな問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可

能な限り網羅的に明確にする。この際、因果関係の特定を急ぐことなく、客観的な

事実関係を速やかに調査する。 

（カ）自殺の背景調査における留意事項 

亡くなった生徒の尊厳を保持しつつ、その死に至った経過を検証し再発防止策

を講ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら行う。 

（キ）その他留意事項 

重大事態が発生した場合、生徒や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を

取り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一貫した情報発信、個人のプラ

イバシーへの配慮に留意する。  

 

イ 調査結果の提供及び報告  

（ア）いじめを受けた生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供する責任 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第２８条第２項 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を

行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当

該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するもの

とする。 

３ 第１項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、

同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及

び支援を行うものとする。 

いじめを受けた生徒やその保護者に対して、事実関係等その他の必要な情報を

提供する責任を有することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係につい

て、いじめを受けた生徒やその保護者に対して適切に説明する。 
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（イ）調査結果の報告 

調査結果は市長に報告する。  

上記アの説明の結果を踏まえて、いじめを受けた生徒又はその保護者が希望する

場合には、いじめを受けた生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受

け、調査結果の報告に添えて市長に送付する。 

ウ 調査結果を踏まえた措置 

     教育委員会は、当該調査に係る対処又は同種の事態の発生の防止のために必要

な措置を講ずる。 

     学校は、重大事態が発生した場合に、関係のあった生徒が深く傷付き、全体の生

徒や保護者、地域にも不安や動揺が広がることがある。生徒や保護者への心のケア

と落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、個人のプライバ

シーへの配慮に留意する。 

  

（４）市長による再調査及び措置 

（公立の学校に係る対処） 

第３０条第２項 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告

に係る重大事態への対象又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必

要があると認めるときには、付属機関を設けて調査を行う等の方法により、第２

８条第１項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。 

３ 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議

会に報告しなければならない。 

４（略） 

５ 地方公共団体の長及び教育委員会は、第２項の規定による調査の結果を踏ま

え、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重

大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。 

 ア 再調査 

      重大事態の報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事

態と同種の事態の発生の防止のため必要と認めるときは、再調査を行う。 

   この再調査は、吉川市いじめ問題再調査委員会が行う。学校として、再調査にも真摯

に対応をする。 

 イ 再調査の結果を踏まえた措置等 

   市長及び教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該

調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生防止のために必要

な措置を講ずる。 

   また、市長は、再調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。

議会に報告する内容については、個々の事案の内容に応じ、個人のプライバシーに対し
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ての必要な配慮を行う。 

第３ 早期発見・事案対処マニュアル 

 全ての職員は生徒・保護者・地域等から、いじめ又はいじめの疑いのあるといった訴えや

情報があった場合、以下のように校長（教頭）へ報告する。また、その対応については、事

案対処マニュアルに従って対応するものとする。ただし、いじめに関する問題は、それぞれ

のケースによって複雑であることを踏まえ、被害を訴えた生徒・保護者に寄り添った指導・

支援を一番に考え、対処する。 

１ 未然防止と早期発見 

○いじめ防止に向けた取組（基本方針を参照） 

・いじめについての共通理解 

・いじめに向かわない態度や能力の育成 

・いじめが起きにくい集団の育成 

・生徒の自己有用感や自己肯定感の育成 

・いじめについての学び 

・職員研修 

○いじめの早期発見に向けた取組 

・日々の観察（日常の行動・表情の様子、授業中・休み時間、昼食や清掃時、登下校時

等）で生徒の些細な変化を見逃さない 

・観察の視点（集団から離れて一人でいる生徒への声かけ、服装の乱れや汚れ等に気を

配る、持ち物等の紛失にすぐに対応し原因を明らかにするなど） 

・やりとり帳からの情報 

・教育相談や担任との面談等による情報 

・心と体の安全点検（生活アンケート）からの情報 

※気づいた情報を、学年会や生徒指導委員会・教育相談部会で確実に共有する 

※情報に基づき速やかに対応する 

２ 早期対応の基本的な流れ（問題を軽視することなく、迅速かつ組織的に対応） 

 

   ・直ちに、学級担任や生徒指導主任に連絡し、校長（教頭）に報告する。 

   ※重大事態と考えられるような事案については、ただちに校長（教頭）に報告する。 

 

 

 

   ・当事者双方、周りの生徒から聴き取り、記録する。 

・個々に聴き取りを行う。 

・関係職員と情報を共有し、正確に把握する。 

いじめ情報のキャッチ 

正確な実態把握 



- 13 - 

 

・ひとつの事象にとらわれず、いじめの全体像を把握する。 

 

 

・指導のねらいを明確にする。 

・全ての職員の共通理解を図る。 

・対応する職員の役割分担を考える。 

・市教育委員会、関係諸機関との連携を図る。 

＊生命や身体の安全がおびやかされるような重大な事案及び学校だけでは解決が困

難な事案（重大事態の判断）→市教育委員会・警察等へ連絡 

 

 

・いじめられた生徒を保護し、心配や不安を取り除く。 

・いじめた生徒に、相手の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行う中で「いじ

めは決して許されない行為である」という人権意識をもたせる。 

・加害生徒支援の立場から、加害生徒の抱える課題にも目を向け、成長支援の視点を

もつ。 

 

 

・家庭訪問等、直接会って、具体的な対策を話す。 

・被害、加害生徒を問わず保護者の協力を求め、今後の学校との連携方法を話し合う

など支援していく。 

 

 

・「いじめられた生徒を徹底して守る」「見守る体制を整備する（登下校、休み時間、

清掃時間、放課後等）」など継続的に指導や支援を行う。 

・スクールカウンセラー等の活用も含め心のケアにあたる。 

・心の教育の充実を図り、誰もが大切にされる学級経営を行う。 

・いじめの解消の判断は、いじめの行為が止んで、３か月以上経過した際に行うもの

とする。ただし、３カ月が経過したからといって、単純に指導・支援を終えるので

はなく、「水面下で、いじめは続いているかもしれない。」という視点を忘れず、継

続的に声かけ等の支援を行う。 

第４ その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項 

本校は、問題対策委員会において毎年度、吉川市立中央中学校基本方針にある各施策の

効果を検証し、吉川市立中央中学校基本方針の見直しを検討する。検討の結果、必要があ

ると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じる。 

生徒指導委員会による指導体制、方針決定。いじめ防止対策組織への報告 

生徒への指導・支援 

保護者との連携 

その後の対応 
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いじめ防止基本方針に基づく年間計画及びＰＤＣＡサイクル    吉川市立中央中学校 

 １学年 ２学年 ３学年 

４月 ・いじめ防止、対策集会（各学年） 

・各学年・学級開きでのいじめ、人権にかかわる指導（各学年・学級） 

・人間関係等に係る保護者アンケート調査（各学年） 

・中央中オリエンテーションを活用したネット指導、言語指導（生徒指導部） 

・「いじめ問題対策委員会」指導方針の策定。全職員への伝達、研修。（生徒指導部、

研修部） 

５月 ・「心とからだの安全点検」の実施（教育相談担当） 

・「道徳授業」を活用したいじめ防止授業。（道徳担当） 

・「職員間授業公開」の実施。複数の視点で生徒の様子を把握する。（生徒指導担当） 

・非行防止教室の１２月までの実施。（生徒指導主任、生徒会担当） 

６月 第１回ＱＵテストの実施  

・「心とからだの安全点検」の実施（教育相談担当） 

・「いじめ撲滅」の宣言を生徒総会で行う。（生徒会担当） 

７月 ・「心とからだの安全点検」の実施（教育相談担当） 

・三者面談の実施（教育相談担当） 

・「いじめ問題対策委員会」１学期のまとめ、評価 

８月 ・いじめの防止及び早期発見・早期解決に関わる校内研修会の実施 

（いじめ早期発見チェックシート、人権シートの模擬研修）（研修担当・生徒指導担当） 

９月 ・「心とからだの安全点検」の実施（教育相談担当） 

１０月 ・「心とからだの安全点検」の実施（教育相談担当） 

１１月 第２回ＱＵテストの実施  

・「心とからだの安全点検」の実施（教育相談担当） 

１２月 

 

 

・「心とからだの安全点検」の実施（教育相談担当） 

・「道徳授業」を活用したいじめ防止授業。（道徳担当） 

・人権週間での人権教育（人権担当） 

・「いじめ撲滅」の宣言を生徒集会で行う。（生徒会担当） 

・「いじめ問題対策委員会」２学期のまとめ、評価 

・「いじめ防止教育」の取組への学校評価（教務） 

１月 ・「心とからだの安全点検」の実施（教育相談担当） 

２月 ・「心とからだの安全点検」の実施（教育相談担当） 

・「道徳授業」を活用したいじめ防止授業。（道徳担当） 

・学校運営協議委員において取組の報告・評価（校長） 

３月 ・「心とからだの安全点検」の実施（教育相談担当） 

・「いじめ問題対策委員会」３学期のまとめ、評価 

・運営委員会において、今年度の成果・課題の検討及び新年度の取組を検討（運営委員会） 

 


